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開会 午前 ９時５２分

◎開会宣告

〇委員長 沢田広志君 おはようございます。ただいまから予算審査特別委員会を開きま

す。

お諮りします。

本日の委員会に一般傍聴の方から委員会傍聴の申出がありました。このことについて許

可することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、委員会傍聴を許可することに決定しました。

暫時休憩します。

休憩 午前 ９時５２分

再開 午前 ９時５３分

◎開議宣告

〇委員長 沢田広志君 直ちに議事に入ります。

〇委員長 沢田広志君 ２３日に引き続いて議案第１号の審査を続けます。

４４ページ、第４項都市計画費について質疑ありませんか。

高田浩子委員。

〇高田浩子委員 それでは、４５ページの４項都市計画費について質問させていただきた

いと思います。

公園の維持管理に要する経費ということで計上されておりますけれども、提案説明にも

ございましたが、公園の遊具に関する答弁があったかと思うのですけれども、その辺りの

詳細についてまず伺いたいと思います。

〇委員長 沢田広志君 土木課長。

〇土木課長 金泉敏博君 本年度の工事の概要をご説明させていただきます。

遊具に関してですが、公園施設長寿命化遊具修繕工事を１本発注する予定でございます。

これにつきましては、まず公園長寿命化について簡単にご説明させていただきますけれど

も、本来遊具の耐用年数が決められております。それを遊具を事前に修繕することによっ

て耐用年数を１．５倍から２倍に延ばすというのがこの修繕工事の意図となっております。

今回の修繕工事ですが、まず公園としては今年は南吉野公園、こちらにつきましてはブラ

ンコの修繕を行う予定でございます。中身としては、支柱の交換、また塗装という形にな

ります。晴見公園につきましては、ブランコの安全柵の修繕になります。こちらも支柱を

交換し、塗装を行います。また、コンビネーション遊具の上る際に板等があるのですが、

そちらについても交換させていただきます。次に、やまびこ公園ですが、こちらにつきま
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しては鉄棒の修繕、これも支柱交換、塗装を行います。西公園につきましては、滑り台の

修繕という形で、階段の交換、また塗装、そしてあとシーソーの修繕を行う予定であり、

こちらについてはシーソーの下についてありますストッパーという部分があるのですけれ

ども、そのタイヤについて交換させていただきます。もう一つは新石山公園、これもシー

ソーの修繕で、こちらは板の交換となります。オアシスパークは、コンビネーション遊具

の修繕で塗装を行います。こちらが公園の修繕の関係でございます。

あと、遊具に関してですが、２本ほどございまして、南吉野公園の遊具更新工事、こち

らですが、耐用年数を超えた上に、さらに修繕等を行った上でもう限界だというものにつ

いては交換する形になりますので、こちらは滑り台を交換させていただきます。晴見公園

の遊具の更新工事につきましては、こちらも同様な形でうんていの交換を丸々行う予定で

す。これが本年度の公園に関する工事等の内容になります。

〇委員長 沢田広志君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 ただいまの説明で定期的に修繕をして長く使うということは分かったの

ですけれども、その中に遊具を新しくというところでうんていと滑り台ですか、その点に

関して伺いたいのですけれども、それは毎回全く同じものにしたりしているのか、また近

隣の住民の方のアンケートを聞いて別のものにしたりするのか検討してから行っているの

かについて伺います。

〇委員長 沢田広志君 土木課長。

〇土木課長 金泉敏博君 既存の滑り台等につきましては、安定的な、皆さんが使われる

ものについてはそのまま交換させていただきます。中にはもう製造されていない遊具とい

うのがございます。昔の使っていた揺り籠ブランコだとか、ああいうものは一切使われて

おりません。ただ、修繕等で使っていますけれども、そういう使われない、新しい基準に

のっとってできないものについては町内会とお話をしながら遊具については交換を考えて

いきます。

〇委員長 沢田広志君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 今のお話ですと全く製造されていないものの場合は相談するということ

でしたけれども、遊具一つ一つによって多少異なった、うんていにしても滑り台にしても

全く同じというのはなかなかないのではないかと思うのですけれども、今回については全

く同じものなのでしょうか。

〇委員長 沢田広志君 土木課長。

〇土木課長 金泉敏博君 今回の交換内容としては同じものを用意する形で行います。

〇委員長 沢田広志君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、４６ページ、第５項住宅費について質疑ありませんか。

辻勲委員。
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〇辻 勲委員 おはようございます。最初に、宮川西団地の屋根の改修工事ですけれど

も、これは３年ぐらい前に工事は、屋根ではないですけれども、改修が行われたと思うの

ですが、２棟あると思うのですけれども、これは２棟ともですか。確認をお願いします。

〇委員長 沢田広志君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 中山智宏君 今回行うものについては、３棟１０戸全て屋根改修をする

予定です。

〇委員長 沢田広志君 辻委員。

〇辻 勲委員 ３棟でした。すみません。

それから、宮川中央団地の手すりの設置工事についてなのですが、総括でもいろいろお

話がありましたけれども、戸数、それから工期はどのぐらいになるかをお聞きしたいと思

います。それと、西７条からということもありましたけれども、その辺のところの状況に

ついて伺います。

〇委員長 沢田広志君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 中山智宏君 まず、対象戸数なのですが、８８戸になります。改修箇所

としては４４か所になります。宮川中央団地の１号棟から６号棟の１、２階のみとし、設

置いたす予定でございます。工期なのですが、工期については７月中旬頃に入札を予定し

ておりまして、大体１２月中旬ぐらいまでかかる予定となっております。

〇委員長 沢田広志君 辻勲委員。

〇辻 勲委員 もう一点ありました。すみません。中央団地の雪害対策の委託料なので

すが、窓のことだと思うのですけれども、この辺について詳しくお願いします。

〇委員長 沢田広志君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 中山智宏君 宮川中央団地雪害対策の業務委託料についてなのですが、

屋根の改修をしましたときに雪が大量に落ちてベランダ手すり、窓ガラスを割って、雪が

搬入するという問題がありました。それで、令和３年度と令和４年度に一部住棟において

コンパネを立てかけて雪の搬入を防ぐということを行いました。その施工をやったことに

よっておおむね好評を得ましたので、今回宮川中央団地については２７棟の住棟がありま

して職員で対応できるものではございませんので、業務委託をしたものでございます。

〇委員長 沢田広志君 武田真委員。

〇武田 真委員 市営住宅の管理に要する経費のうち、宮川団地解体工事について伺いた

いと思うのですけれども、解体工事後の土地の利活用について現時点で何か考えているこ

とがあれば伺いたいと思います。

〇委員長 沢田広志君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 中山智宏君 宮川団地の解体工事についてなのですが、今年度４棟１６

体の解体を予定しております。残り令和５年度現在の入居者は３世帯となっておりまして、

昨年度行った切り売りして払下げをしたということについては、住棟がばらばらに入って
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おりましてまとまった土地がまだ空いていないということもありまして、今現在、利活用

については保留としております。

〇委員長 沢田広志君 武田真委員。

〇武田 真委員 そうしますと、若干残っている、お住まいの方がいらっしゃるというこ

とで、今後継続して解体工事の計画があったと思うのですけれども、大体あそこら辺のも

ともとの宮川団地、更地になるのはどのくらいのめどで更地になるのか、最後に確認させ

てください。

〇委員長 沢田広志君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 中山智宏君 長寿命化計画の予定では令和７年度に除却が最終年度とな

っておりますが、何分入居している方の都合もありますので、これについては流動的と考

えております。ただ、私どもとしても３名の方については事由も希薄なものなので、強く

勧奨しながら早めに退居していただくよう取り進めております。

〇委員長 沢田広志君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 それでは、４７ページの５項住宅費、市営住宅の管理に要する経費とい

うことで計上されておりますけれども、その中で北光団地の物置等火災復旧工事というの

がありますけれども、まずその詳細について伺いたいと思います。

〇委員長 沢田広志君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 中山智宏君 この復旧工事は、４月８日に北光団地のＡ棟東側物置で発

生した火災で罹災した物置と共用部分の廊下の原状復旧工事となります。費用としまして

は、工事費として計上しております。

〇委員長 沢田広志君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 すみません。まず、火災があったこと、そして物置の復旧のための工事

となっておりますけれども、これからのスケジュールについてどのようになっているのか

について伺います。

〇委員長 沢田広志君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 中山智宏君 まず、先ほどの答弁を訂正させていただきたいのですが、

復旧工事ということで計上させていただいております。

工事の具体的な日程なのですが、７月中旬に入札予定で３か月ほどかけて復旧工事をし

ますが、何分入居者の方に負担をかけているものもありますので、負担の軽減をされると

ころから順次行っていく予定でございます。

〇委員長 沢田広志君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 ただいま負担の軽減が少ないところからやっていくということなのです

けれども、どういったところから。

〇委員長 沢田広志君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 中山智宏君 先ほど説明しましたとおり、共用部分の廊下の原状復旧工
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事が入っておりますので、そちらはふだんから皆さん入居者で通るところなので、まずそ

ちらから手をつけていく予定でございます。

〇委員長 沢田広志君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、４８ページ、第１０款教育費、第１項教育総務費について質疑ありませんか。

武田真委員。

〇武田 真委員 それでは、その他事務局に要する経費のうち、用地買収費について伺う

のですけれども、この土地を購入する理由等をもう少し詳しく伺いたいと思います。

〇委員長 沢田広志君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 用地買収費についてでございますが、経過といたしましては国

において震災の復興による財源の一部を確保するために国有地の買収を今進めております。

市においては統合が決定したことで国有地の購入の必要性について検討しておりましたが、

学校用地として取得すると有利であるということが分かったため、将来的な土地利用を考

慮して学校用地として利用している間に取得するということであります。

〇委員長 沢田広志君 武田真委員。

〇武田 真委員 学校統合も近づいているところですけれども、これは学校用地として当

面使われると理解していいでしょうか。

〇委員長 沢田広志君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 議員さんのおっしゃるとおり、学校用地として使用するという

ことでございます。

〇委員長 沢田広志君 武田真委員。

〇武田 真委員 この段階で教育委員会で答弁がどうかという部分もあるのですけれども、

将来の利活用も含めて当然統合後の運用等はあると思うのですけれども、現時点では特に

その後の運用等については何らの計画もないということでいいのかどうか確認だけさせて

ください。

〇委員長 沢田広志君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 将来的な利用については今後市全体として検討していくという

ことでございます。

〇委員長 沢田広志君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 それでは、４９ページの１０款教育費、１項教育総務費、そして２目事

務局費で砂川高校の支援に要する経費ということで国際交流授業補助金ということで、提

案説明にも多少あったかと思うのですけれども、まず詳細について伺います。

〇委員長 沢田広志君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 砂川高校の支援の詳細でございます。今回の砂川高校に対する

支援の経過につきましては、昨年民間団体との協力で海外の高校生とオンラインによる国
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際交流授業を初めて行いました。高校では国際交流に取り組むことで語学力やコミュニケ

ーション能力など学校全体としての教育レベルの向上や学校の魅力を高める取組として、

さらには昨年台湾の高校生ということでございまして生徒からも好評であったことを踏ま

えまして取組を続けたいという支援要請がありましたことから、教育委員会といたしまし

ては特色ある授業が取り組めまして、また高校の魅力にもつながると考えまして、このた

び支援しようとするものでございます。

〇委員長 沢田広志君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 前年度に行ったということで好評だったというお話でございました。教

育委員会としては支援する側なので、そんなに内容というか、詳しいことはもしかしたら

分からないのかとも思うのですけれども、この支援に当たって今年の予定はどのようにな

っているのか分かりましたらお願いします。

〇委員長 沢田広志君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 今年の支援という内容でございますが、今まで１１項目の支援

を行っていまして、そちらについては引き続き継続して学力の向上等に努めてまいりたい

ということと、今回の補正につきましては議決されましたらこちらについても項目として

１つ追加で、全部で１２種類ということになりますので、そちらを進めてまいりたいと考

えてございます。

〇委員長 沢田広志君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 全体の種類については分かりました。砂川にある高校ですので、高校生

の人数が増えたり、特色があることはとても重要なことだと思います。

今回の国際交流授業に関しては、今年度の予定については分かりますか。

〇委員長 沢田広志君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 国際交流の授業の今後の予定でございますが、昨年雪が降った

頃の１２月に開催いたしまして、今年度におきましても１２月頃を予定してございます。

〇委員長 沢田広志君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第２項小学校費について質疑ありませんか。

山下克己委員。

〇山下克己委員 １目学校管理費のＩＣＴシステム導入に要する経費なのですけれども、

システムの詳しい内容についてお伺いしたいと思います。

〇委員長 沢田広志君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 システムの内容でございますが、現在メール配信ソフトを各小

中学校に導入はされているのですが、現在利用しているシステムについてはメール配信型

ということになってございまして、今回につきましては保護者と学校間での相互連絡が可

能となるシステムでございます。また、出欠の連絡、学校だよりなど、そういうものの配
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信、それからスクールバスの運行における位置情報、乗降車に係る保護者へのメール配信

など、新たな機能を備えましたシステムを導入するものとなってございます。

〇委員長 沢田広志君 山下克己委員。

〇山下克己委員 今ほどスクールバスにも対応しているということなのですけれども、小

学校ではまだスクールバスの対応は必要がないかと思うのですけれども、それを今から対

応するシステムということで将来に備えてということは分かるのですが、今その分余計な

経費がかかるとか、そういうことではないのでしょうか。

〇委員長 沢田広志君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 小学校費でございますが、スクールバスの部分につきましては

今運行しているのが３台ございまして、そちらに搭載するタブレット等について購入する

ものと、システムについては係る中学校の分として各学校ごとのトータルの経費となって

ございますので、中学校の分もあるのですけれども、小学校でも活用できるという部分で

計上はさせていただいている形でございます。

〇委員長 沢田広志君 山下克己委員。

〇山下克己委員 恐らくシステムそのものがこの後出てくる中学校費の部分と同じシステ

ムを導入するということでよろしいでしょうか。

〇委員長 沢田広志君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 中学校費と勘違いしていまして、すみません。小学校費につい

てはスクールバスの部分は今回入ってはいないのですが、今の小学校費についてはバスの

部分は費用としては入っていない状況ではございます。

〇委員長 沢田広志君 山下克己委員。

〇山下克己委員 それでは、システム使用料と備品購入費の詳細について教えていただけ

ればと思います。

〇委員長 沢田広志君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 システム使用料につきましては、先ほどご説明いたしました学

校のメール配信等に関わる部分としてアプリケーションを導入する費用になってございま

す。また、備品購入費につきましてはパソコンを３０台、これは各小学校の担任分という

ことで３０台を予定してございます。

〇委員長 沢田広志君 山下克己委員。

〇山下克己委員 アプリ導入ということは、一括で入れたら今後毎年経費がかかるもので

はないもの、アプリ導入というか、使用料ということですか。アプリの導入という話だっ

たので、システムの使用料ではなくて導入にかかる経費ということでよろしいでしょうか。

〇委員長 沢田広志君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 すみません。説明が語弊がありまして申し訳ございません。ア

プリというよりもシステムを動かすものということで、それに関わる使用料になってござ



－42－

います。

〇委員長 沢田広志君 山下克己委員。

〇山下克己委員 それで、パソコン３０台ということだったのですけれども、今まで多分

オクレンジャーというシステムで配信をしていたと思うのですが、そのときは必要なかっ

たけれども、今回は双方向になるのでパソコンが必要ということでよろしいでしょうか。

〇委員長 沢田広志君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 委員さんのおっしゃるとおり双方向になるのと、出欠の確認等

々も含めて専用というか、そういうやり取りの部分について導入するものとなってござい

ます。

〇委員長 沢田広志君 山下克己委員。

〇山下克己委員 そうなると、これからは欠席するとかという親からの連絡は、このシス

テムに報告すればそれでオーケーということでよろしいのでしょうか。

〇委員長 沢田広志君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 そういう形で今後学校と協議しながら導入できるようにこれか

ら検討していく形となってございます。

〇委員長 沢田広志君 建設部長より発言の挙手がございましたので、発言を求めます。

建設部長。

〇建設部長 斉藤隆史君 先ほどの８款５項住宅費のご答弁の中で一部訂正させていただ

きたいと思います。

４７ページの市営住宅の管理に要する経費において高田委員との質疑の中で北光団地物

置等火災復旧工事に関するご答弁の中で、こちらは入札を予定しております工事費になり

ますので、発言の中で具体的な金額をご説明したところでございますけれども、この金額

の部分につきましては申し上げるべきで事柄ではありませんでしたので、この金額部分を

削除させていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。失礼しました。

〇委員長 沢田広志君 小学校費について他にご発言ありませか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、５０ページ、第３項中学校費について質疑ありませんか。

高田浩子委員。

〇高田浩子委員 それでは、５１ページの３項中学校費、１目学校管理費について、先ほ

ど小学校費の質問のことで大体分かったのですけれども、これは保育でも質問させていた

だいたのですが、保育はコドモンというアプリで保護者の方がお知らせをするとそのまま

反映されるという内容ですけれども、こちらに関しても同じ内容と認識してよろしかった

のでしょうか、その点について伺います。

〇委員長 沢田広志君 学務課長。
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〇学務課長 早川浩司君 保育所と同様のコドモンというシステムでございまして、内容

も基本的なものについては同様となってございます。

〇委員長 沢田広志君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 それで、先ほどスクールバスについても乗車のこととかがあったかと思

うのですけれども、私も実際に子供を、そのときはそういったアプリもありませんでした

ので、スクールバスに乗せてから緊急の警報が鳴ったという経験があります。子供が乗っ

ているのにどうしようという、すごくそういった思いをした経験があって、それで結局学

校に到着してからそのまま帰るという、もう少し早く判断できなかったのかという記憶が

あるのですけれども、そういった形でこのシステムを利用するともう少し早い段階でお知

らせしたり、緊急にも例えば今日は天候のため、台風等のためお休みになりますというこ

とも瞬時に連絡が行くという形でよろしかったのでしょうか。

〇委員長 沢田広志君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 今までもメール配信ということで緊急連絡についてはそちらを

使って行っていましたが、今回についても緊急連絡という位置づけにもなってございます

ので、もちろんコドモンでも送信する形になってございます。

〇委員長 沢田広志君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 そうすると、今までの緊急連絡とコドモンと同時に並行していくのでし

ょうか、それとも緊急連絡はなしにしてコドモンだけにするのか、その点について伺いま

す。

〇委員長 沢田広志君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 基本的には新しいコドモンのシステムに変更する予定ではござ

いますが、運用上、今後同時に使いながら、運用がうまくできるようになってから今使っ

ているシステムは廃止したいと考えてございます。

〇委員長 沢田広志君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 それで、教職員の負担等を考えますと、負担も少し減るのではないかと

思われます。

保育でも聞いたのですけれども、アプリとかになるとスマホでなくてはいけないと思う

のですけれども、お持ちでなかったり、従来の携帯だったり、メールしか受け取れません

という方だったり、そういう方たちの対応についてはどのようになっていますか。

〇委員長 沢田広志君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 今のところ小中学校におきましてもほぼ１００％の利用状況で

はございますが、もしそういった方が出てきた場合については今までと同様に電話等の対

応でしていきたいとは考えてございます。

〇委員長 沢田広志君 山下克己委員。

〇山下克己委員 先ほどの説明の一部にあった小学校費で見ているシステムにプラスアル
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ファスクールバスの運行部分が加わるということで今回はよろしいでしょうか。

〇委員長 沢田広志君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 そういう形で進めているところでございます。

〇委員長 沢田広志君 山下克己委員。

〇山下克己委員 それでは、スクールバスの部分はどのような対応というか、どのような

連絡が可能になるとか、その辺を具体的に教えていただければと思います。

〇委員長 沢田広志君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 スクールバスの状況でございますが、まず運転士さん等を含め

た中で位置情報ということでスマートフォンを購入させていただきます。そこで、まずバ

スの位置情報が分かります。タブレットをバスの乗車口に置きまして、そこで児童生徒さ

んにＱＲコードを持っていただいて、乗り口のところでＱＲコードをかざしていただいて

乗車していただくという形になります。乗車、降車両方ともになりますが、その際同時に

保護者に乗りましたと、降りましたという形でメール配信する形になってございます。

〇委員長 沢田広志君 山下克己委員。

〇山下克己委員 便利なシステムだと聞いていましたけれども、それぞれの経費を具体的

に教えていただけますでしょうか。

〇委員長 沢田広志君 まず、通信運搬費につきましては、スマートフォン３台の通信料

となってございます。システム使用料については小学校と同様にシステムを活用する使用

料になってございまして、備品購入費につきましては中学校の教科担任のパソコンを１０

台、それからスクールバスに搭載するタブレット３台になってございます。その他の経費

につきましては、スマートフォンのキャリア契約をする事務契約手数料３台分となってご

ざいます。

〇委員長 沢田広志君 山下克己委員。

〇山下克己委員 先ほど小学校費ではパソコンは各担任というお話があったかと思うので

すけれども、今回は中学校で１０台ということなのですが、担任以外にもということで、

どのような方にパソコンが当たる、使用する形になるのかをお伺いします。

〇委員長 沢田広志君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 すみません。訂正させていただきます。担任ということで、１

年生、２年生、３学級ずつ、３年生が４学級の計１０学級でございますので、担任という

ことになってございます。

〇委員長 沢田広志君 山下克己委員。

〇山下克己委員 担任は１０人いますものね。失礼いたしました。

それで、システム使用料なのですけれども、先ほど小学校費では３９万４，０００円で

中学校費は２０万６，０００円ということなのですけれども、その辺の金額の違いという

のはどこで出るのかというあたりを教えていただければと思います。
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〇委員長 沢田広志君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 システム利用料の基本的な考え方なのですが、施設ごとに金額

がかかります。施設の児童生徒数で金額の差が出ている状況でございます。

〇委員長 沢田広志君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第４項社会教育費について質疑ありませんか。

辻勲委員。

〇辻 勲委員 １点ですけれども、地域交流センターゆうの運営費で音響設備の改修な

のですが、地域交流センターといえばこの辺では非常に使い勝手のいい、特にステージが

広いとかが売りになっているのですが、今回音響設備の改修ということで、その内容なの

ですが、せっかく改修するので、いい音響になるとか、その辺のところを含めて内容をお

聞きしたいと思います。

〇委員長 沢田広志君 社会教育課長。

〇社会教育課長 谷口昭博君 今回の地域交流センターゆうの大ホールの音響改修工事の

部分でご質問がございました。大ホールの音響設備、全般的にノイズの発生ですとか接触

不良など経年劣化が進行していることがございまして、中には交換部品が出ていないとい

う部分がございまして、そういった部分も踏まえまして改修工事を令和５年度からおおむ

ね３か年程度かけながら更新をしてまいりたいと考えておりまして、今年度につきまして

は大ホールに設置しておりますメインのスピーカー、これを改修する工事を見込んでいる

ところでございます。

〇委員長 沢田広志君 辻勲委員。

〇辻 勲委員 ３か年ということなのですが、それで先ほど言いましたように、せっか

く改修するのであればすばらしい音響設備になるのかどうか、その辺について分かればお

伺いしたいと思います。

〇委員長 沢田広志君 社会教育課長。

〇社会教育課長 谷口昭博君 音響設備の部分は、近年デジタル化が進行している部分が

ございまして、そういった部分への対応という部分も含めまして協議しているところでご

ざいまして、更新することでそういった部分の対応も可能となってくると見込んでおりま

すので、物も更新されることで音質も向上すると見込んでいるところでございます。

〇委員長 沢田広志君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、５２ページ、第５項保健体育費について質疑ありませんか。

山下克己委員。

〇山下克己委員 １目の市民スポーツ推進費の体育振興及び指導に要する経費でスポーツ

教室指導謝礼ということで今回提案説明でもありましたけれども、当初予算で８万円たし
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かスポーツ教室指導謝礼で見ていたかと思うのですが、この経費は別なことで今回新たに

教室の指導謝礼が発生したということでよろしいでしょうか。

〇委員長 沢田広志君 スポーツ振興課長。

〇スポーツ振興課長 江末孝之君 今回予算計上させていただきました３４万円分の講師

謝礼の分なのですけれども、これにつきましては東京オリンピックの女子バスケットボー

ルで銀メダルを獲得したバスケットの講師の方を招いてスポーツ教室をやる分となってお

ります。当初の８万円とは別なものでございます。

〇委員長 沢田広志君 山下克己委員。

〇山下克己委員 当初のことを聞く場面ではないということで、いろいろな形でいろいろ

な講師を呼んでということで理解させていただきたいと思いますが、今回バスケットの選

手というか、関わった方を呼ぶということなのですが、その辺の講師の選択の基準という

か、どういうことで今回バスケットの方を呼んだのかというあたりをお聞かせいただきた

いと思います。

〇委員長 沢田広志君 スポーツ振興課長。

〇スポーツ振興課長 江末孝之君 今回バスケットを選定した理由ということで、まず第

２期砂川市スポーツ推進計画の基本目標であるスポーツ団体活動の充実を図るということ

をしておりまして、これにつきましては市民のニーズを的確に把握しながら年代に応じた

教室やイベントなど市民がスポーツ、レクリエーションを親しめる機会の創出、充実に努

めることとしております。今回選定した理由なのですけれども、バスケットの女子、東京

オリンピックのメダリストの方ということで、種目の選定に当たりましては話題性も考慮

し、決定したところでございます。

〇委員長 沢田広志君 山下克己委員。

〇山下克己委員 今回こういう教室を開くということだと思うのですけれども、その前と

か今後、そういうスポーツ団体とか、そういうところと連携したり協力して実施するとい

う形を考えているのかお伺いいたします。

〇委員長 沢田広志君 スポーツ振興課長。

〇スポーツ振興課長 江末孝之君 今回スポーツ教室を開催するに当たりましては、バス

ケットをやっている小学生であれば少年団、中学生であれば砂川中学校に周知して連携を

図りながらやっていくこととしております。

〇委員長 沢田広志君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 それでは、５３ページの５項保健体育費、１目市民スポーツ推進費で海

洋スポーツ振興に要する経費ということで計上されておりますけれども、提案説明でもあ

ったかと思うのですけれども、詳細についてまず伺いたいと思います。

〇委員長 沢田広志君 スポーツ振興課長。

〇スポーツ振興課長 江末孝之君 今回海洋センターのスポーツ振興の中で備品購入で予
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算計上させていただいております。これにつきましては、令和４年度にメガサップを１艇

購入しているところでありますが、昨年の状況なのですけれども、購入後につきましては

個人や団体の利用が多く、利用が重なるといったことで対応できない団体に対して利用制

限していた経過もございまして、今回利用者増も期待できると考えているところから今年

度新たに１艇を購入するところでございます。

〇委員長 沢田広志君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 今説明がありましたけれども、まず１艇あって、もう一艇購入という流

れになったのではないかと思うわけなのですが、置き場所とかも必要なのではないかと思

っていて、置き場所のことも考えて今回１艇になったのか、今後増える可能性もあるかと

思うのですけれども、今のところ置き場所についてはどのようになっていますか。

〇委員長 沢田広志君 スポーツ振興課長。

〇スポーツ振興課長 江末孝之君 保管場所につきましては今ある艇庫で、１艇増えます

けれども、併せて保管するということで、特に問題なく対応できると考えております。

〇委員長 沢田広志君 武田真委員。

〇武田 真委員 総合体育館の管理に要する経費について１点伺いたいのですけれども、

トレーニングルーム等空調設備整備工事でありますけれども、具体的な工期、あるいは工

事中の利用状況はどうなるかについて伺いたいと思います。

〇委員長 沢田広志君 スポーツ振興課長。

〇スポーツ振興課長 江末孝之君 総合体育館のトレーニングルーム等の空調設備の工事

の関係ということで、こちらにつきましては予算がつきまして入札後、業者が決まってか

ら入荷等の関係で１か月程度の期間を要するということも聞いておりますので、早い時期

に対応できるようにしております。工期につきましては、入荷してからやりますので、８

月か９月ぐらいまでには予定はするのですけれども、早い段階で完了するように対応して

いくことで考えております。工事は１日で対応できますので、体育館につきましては閉館

しないで休館日に合わせてやることで予定しております。

〇委員長 沢田広志君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第６項給食センター費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、５４ページ、第１２款諸支出金、第１項過年度過誤納還付金について質疑ありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

続いて、５ページ、第２表、継続費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

続いて、６ページ、第３表、地方債補正について質疑ありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

続いて、歳入に入ります。１０ページから２４ページまで、質疑ありませんか。

〔何事か呼ぶ者あり〕

小黒委員の質疑は休憩後に行います。

休憩 午前１０時４４分

再開 午前１０時５０分

〇委員長 沢田広志君 休憩中の委員会を再開いたします。

小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 私は、１８ページの繰入金のことを中心にお伺いしたいと思っています。

今回繰入金の４目、社会福祉事業振興基金繰入金の中で子ども医療費の関係、そして給

食費の無償化がここから出されていると聞いておりますけれども、社会福祉事業振興基金

繰入金、ここからの支出がよかったのかというところをまずお伺いをするのですけれども、

基金に関しては砂川市には基金条例がありまして、砂川市の社会福祉事業振興基金は処分

できる場合が条例で決められていて、社会福祉法人または福祉団体に対する助成、社会福

祉施設の整備、低所得者に対する援護、住宅福祉及び地域福祉推進、そうやって書いてあ

るわけです。今回の医療費、あるいは給食費の場合は、困っている人、例えば非課税世帯

対象にということではなく、高収入の世帯の子供たちにもきちんと送られる事業なわけで

す。どうも私は社会福祉事業振興基金から繰り入れて財源にするところに少し違うのでは

ないかと思っているのですけれども、その辺は条例上は間違いなくここから出しても大丈

夫なのかどうか、ここをお伺いします。

〇委員長 沢田広志君 政策調整課長。

〇政策調整課長 玉川晴久君 まず、社会福祉事業振興基金から今回繰り入れた形になっ

ておりますが、こちらは基金に積む財源としてふるさと応援寄附金でいただいた子育て応

援分について毎年社会福祉事業振興基金に積んでおります。今回事業を充てるに当たって

は、その子育て支援として寄附をいただいた分を無料化の財源に充てることに考えており

ますので、こちらは基金から事業に充てたところでございます。

〇委員長 沢田広志君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 私の質疑に何も答えていないのです。私は基金条例の話をして、それで

その基金条例の処分できる場合に今回のここからの繰入れは正しいのかと疑問を感じてい

るので、そこは大丈夫ですかと聞いているのです。

〇委員長 沢田広志君 暫時休憩します。

休憩 午前１０時５４分

再開 午前１１時００分

〇委員長 沢田広志君 休憩中の委員会を再開いたします。

小黒弘委員の質疑に対する答弁を求めます。
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政策調整課長。

〇政策調整課長 玉川晴久君 条例の確認に時間を費やしておりました。申し訳ございま

せん。まず、基金条例につきましては、地域福祉推進事業、その他社会福祉の振興に必要

な事業に要する経費の財源に充てるときに処分できる扱いになっております。子育て応援

寄附金については、この社会福祉を目的に積み立てたお金になりますので、こちらは問題

ないという解釈で繰り入れたものでございます。

〇委員長 沢田広志君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 私も同じ条例を見ているので、ただ今回、先ほど言ったように福祉施策

かと私は思ったのです。つまり先ほども言ったように高収入の世帯の子供さんたちにもき

ちんと給食費、あるいは医療費の無料化というのは全員に行くわけですから、福祉という

意味よりはもっと積極的な市長の思いというのが伝わるためにはここではない基金を財源

にしたほうがいいのかと思ったのですけれども、その辺の考え方というのは今回は福祉が

目的だという位置づけでいいのかどうか確認をさせてください。

〇委員長 沢田広志君 副市長。

〇副市長 井上 守君 福祉目的の基金ということでございますけれども、指定福祉資金

については在宅福祉事業でございまして、ふるさと応援寄附金の子育て部分については使

途を明確にしているのです。子育てに関する基金ということで使途を明確にしていること

もございまして、社会福祉事業ということの地域福祉事業資金ということで充当しており

ます。

それから、福祉という文言が小黒委員さんが言われる低所得、弱者対策という形に聞こ

えるので、別な形のということでございましたけれども、予算の組立てが子育ての関係に

ついては児童福祉という形の費用でくくられてございますので、そういった部分につきま

しては、医療費の関係でございますけれども、一定程度は福祉の枠という形で今回事業を

充当しているところでございます。

〇委員長 沢田広志君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 条例との関係は分かりました。

今回繰入金を見ていくと、財政調整基金の繰入金が７億７，０００万円以上になってい

るのです。それで、私たちは令和３年の決算しか持っていないので、このときは財政調整

基金の繰入金は当初予算で２億５，０００万円あったのですけれども、最終的な決算はゼ

ロで財政調整基金からの繰入れはない状態で終わっているのです。今回総額７億７，００

０万円に今現在でなってくるので、この前の沢田議員の総括の中で市長はこう答えられて

いるのです。とても豊かな砂川市の財政状況だという感じで実は私は捉えたのです。市長

は、平成２５年度から比べていくと、そのときは一般財源ではなくて自主財源が６９億円

だったものが令和４年度になると８９億円になったと。それで、ここは市民の皆さんに誤

解されては困るのではないかという市長のご発言だったように私は思うのですけれども、
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いつの間にか交付税が自主財源になったのでしょうか。これまでの決算でいくと、地方交

付税は依存財源なのです。自主財源そのものを言うと４３億９，０００万円です。これは

令和３年度の決算書ですけれども、自主財源は４３億９，９００万円しかないのです。決

算でいけば地方交付税は依存財源に入っているのです。ところが、この前の総括質疑では

全て自主財源だというお話になっていました。しかも、２０億円も１０年前から比べたら

多くなったので、ゆとりがあるからこういう施策ができるという言い方だったように私は

感じ取ってしまったのです。おまけに自主財源はどういう財源かというと、市長は自由に

使えるお金とおっしゃったのです。これを普通の人たちが聞いたら、８９億円も自由に使

えるお金があるのだから子供たちの給食費や医療費を無料にしても大丈夫だという言い方

に聞こえます。私は、これは間違っているのではないかと思うのです。地方交付税そのも

のは、先ほども言ったとおり今までの砂川市のやり方でいけば、これは決して自主財源で

はなく依存財源として扱ってきています。しかも、地方交付税のそもそものこの意味を考

えたときに、義務的に使っていかなければならない基準財政需要額の足りない分を国が、

国税として取っている地方税なのですけれども、ここを交付税として各市町村に配るとい

うことであって、私は決して自由に使えるお金ではなく、しっかりとひものついたお金だ

と思うわけです。ここを自由に使える自主財源と言ってしまったら、これはあまりにもま

ず過ぎないかと思っているのです。

それと、交付税が５６億円あります。今度は寄附が１２億円あります。これはふるさと

納税のことだと思うのですけれども。多分皆さんご承知のとおり、ふるさと納税は１２億

円入ってきたからといって、全部それが使えるお金ではないです。普通は５割と言われて

います。だって、返礼品の分が３割あって、外部委託していたり、いろいろな事務経費が

あるから約半分がということなのですけれども、市長はこれを言い切ってしまったのです。

地方交付税５６億円、ふるさと納税の寄附が１２億円で市税が２０億円で、全部で自由に

使える自主財源が８９億円あるのだと。インターネット中継をきちんと聞きましたから、

間違いないのです。これはまずいと市長、私は思うのです。この言い方。砂川市は、今回

財政調整基金繰入金に７億７，０００万円もの基金を崩さないと予算が立てられない状況

です、今回の予算書を見る限りですけれども。その厳しい中からも市長の自分の政策とし

てこれを財源にしてやるのだという言い方をしない限りは私はまずいのだろうと思ってい

るのですけれども、そんなにうちのまちはゆとりがあるのでしょうか。今度はこちらに聞

きますけれども、今市長の話ばかりしてしまったのだけれども、答弁側はこちらなので、

うちの財源は今回令和３年ではゼロだったそのものが７億円も財政調整基金を崩さないと

できない予算になっていますけれども、ゆとりのある砂川市の財政状況なのでしょうか。

〇委員長 沢田広志君 政策調整課長。

〇政策調整課長 玉川晴久君 財政調整基金につきましては、今回の補正後で７億７，２

６２万４，０００円にまずなっております。実際決算を迎えるに当たって今後交付税が決
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定されます。交付税、特別交付税が決定されていくわけなのですけれども、昨年の状況と

しては交付税の増額、さらには特別交付税も増額されて、予算と比較してかなり多くの交

付税が全体として入ってきた経過もございます。今回につきましても、現在は財政調整基

金７億７，０００万円ほど入れている形にはなりますけれども、先の見通し、年度の見通

しとしてはこちらについても限りなくゼロに近い形で終わることも想定できますので、そ

のような状況と見込んでいるところでございます。

〇委員長 沢田広志君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 総じてゆとりのある砂川市の財政だということでいいのですね。これか

らはこの７億円が最終的な決算状況になったらゼロに戻ってくるということを今おっしゃ

ったのだと思うのですけれども、先ほどの私がした質疑ですけれども、市長は、総括質疑

での話なのですが、もう少し正確にお話をされたほうが私はよろしいと思うのですけれど

も、その辺のところというのは私が今質疑してよろしいですか。まずは市長、その辺はど

う思われますか。

〇委員長 沢田広志君 小黒弘委員の質疑は大変に重要かと思いますので、答弁できるの

であれば答弁をお願いしたいと思います。

市長。

〇市長 飯澤明彦君 今ほど小黒委員からありましたけれども、総括質疑の中で自由に使

えるお金が８９億円ほどあるということを私が答弁したということでありますけれども、

自由に使えるというのは全てが自由に使えるという意味合いではなく話をしていたつもり

ではございます。ただし、そういったことをしっかり本会議場の場で答弁したとすれば、

少し意味合いが違うということをご理解いただきたいと思ってございます。私が申したの

は、地方交付税を含めて一般財源が８９億円あるということではなくて、この１０年間の

中でいろいろな要素はあるにしても交付税総額、自主財源といいますか、税、寄附、そし

て交付税を含めてそれだけ総額が増えているというところを強調したく答弁したところで

ございまして、全てが自由に使えてやりたいことが全てできるといった意味合いではなか

ったことをご理解いただきたいのと、今後そのような誤解を招く答弁は控えていきたいと

考えております。

〇委員長 沢田広志君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 質疑したほうとしては今の答弁を引き出したのは１００点なのです。た

だ、砂川市としてはまずいです。今回市長の一番目玉の財源についてのお話を私は繰入金

のことからお話をしていったのですけれども、そもそもがふるさと納税とかはいつなくな

るか分からない制度です。これは総務省がやめたと言えばそれでやめるものだし、大都会

からしてみれば税金がどんどん地方に流れていくわけだから嫌なわけでしょう。しかも、

民間企業の商品の魅力によって寄附を集めているという状況のことです。そうしたら、民

間企業が、こんなことがあったら嫌なのですけれども、もしも潰れてしまったとか商品が
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出せないということになったときにはふるさと納税は一気に落ちていくわけです。私は、

そういう危うい財源で子供たちの医療と食を守ろうとするのはまずいと思うのです。何が

どう起こっても、これは途中でやめるわけにはいかない２つの事業だと思うので、しっか

りとした財源、何がどうあっても砂川市は潰れることは多分ないと思うので、砂川市が残

っている限りは事業を続けなければいけない、まさに子供たちに向かっての一大事業だと

思うものですから、ふるさと納税を頼りにした財源、ずっと今まで言ってこられましたけ

れども、これを何とかしっかりとした自主財源でという言い方にこれから変えていただき

たいし、そういう財源を見つけだしてほしいと思うのです。ここのところはいかがでしょ

うか。

〇委員長 沢田広志君 市長。

〇市長 飯澤明彦君 子育て支援に関する部分について、ふるさと応援寄附金を活用しな

がらという話は当初からさせていただいております。ただし、全部が全部そこに頼るわけ

ではなくて、小黒委員がおっしゃりましたように自主財源を含めてトータル的な財政運営

を見ながら、ここは今でも既に基金の積立金が３億数千万円ありますけれども、そことの

バランスを考えながら各種事業を取り進めてまいりたいと、全てをふるさと応援寄附金に

頼ることなく継続的に進めていきたいと考えてございます。

〇委員長 沢田広志君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 もう一回６月議会を最初からやり直してほしいぐらいな感覚なのですけ

れども、今も課長は何とお答えになったかといったら、基金の部分で社会福祉基金、事業

基金でいいですかと聞いたときに、ふるさと納税のいろいろな部分に振り分けていく中で

の財源ですと、こうやって言っているのです。つまりもうふるさと納税を当てにした財源、

子育ての医療費、あるいは給食費の無償化がふるさと納税の財源という言い方をずっとさ

れてきました、この議会中。もうこれ以上しつこく言わないですけれども、私はこの前議

長代理で全国市議会議長会へ行ってきました。そうしたら、全国的に給食費の無償化、あ

るいは医療費の無料化が大きな話題になっています。議長会でもしっかりと国に要望を出

すようにしています。それは、市長も触れられていた各自治体によって子供に対するサー

ビスの形が変わっているのはおかしい、まさにここのことだと思うのです。いっとき国も

このことを言っていたときがあったのですけれども、最近は全くその話は出ていないで児

童手当の話ばかりになっているのですけれども、全国市長会というのもあるはずですから、

これは多分全部の自治体が同じ方向だと私は思っています。ですから、議長会は国に要望

を出しています。市長会も出されているかどうか分かりませんけれども、もし出していな

いのであれば市長が中心になってでもしっかりと国に要望していく形をぜひ取ってもらい

ながら、ふるさと納税ではないしっかりとした自主財源としての形を取ってこの２つの事

業を進めていってほしいと思うのですけれども、この辺に関して最後に市長のご答弁をい

ただきたいと思います。
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〇委員長 沢田広志君 市長。

〇市長 飯澤明彦君 小黒委員がおっしゃいますように、全国議長会、そして私もせんだ

って全国市長会に行ってまいりましたけれども、これは全国各地からの要望でございます。

子育てに関して各市町村によって対応が違う、それがひいては自治体間の引っ張り合いに

なるということにもつながってまいります。ぜひともそういうことはなくする対応を国に

おいてしていただきたいということでの市長会での要望もありますので、そこと連動しな

がら進めていきたいと思ってございます。

〇委員長 沢田広志君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第１号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

◎散会宣告

〇委員長 沢田広志君 以上で本委員会に付託されました議案第２号から第５号、議案第

７号、議案第１号の各議案の審査を全て終了しました。

これで予算審査特別委員会を散会します。

散会 午前１１時２２分
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委 員 長


